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令和７年度秋田市包括外部監査報告書の概要 

令和８年２月 

秋田市包括外部監査人 津村 隆 

 

 

第１ 監査の概要 

 

 
  １  選定した特定の事件 

（１）監査テーマ 

     秋田市のデジタル化推進にかかる計画、事業の実施および評価に関する事務に

ついて 

 

  （２）監査の対象期間 

原則として令和６年度（自令和６年４月１日 至令和７年３月 31 日）とし、必要 

と認めた場合は、令和５年度以前又は令和７年度中の事務の一部についても監査対 

象とした。 

 

  （３）監査の対象部局 

        原則として、「秋田市デジタル化推進計画【第２．０版】」の策定および進捗管理

の取りまとめを所管する、デジタル化推進本部を対象とした。 

また、必要に応じ、上記の策定・進捗管理に関与するとともに、上記に関連する

事業の実施主体であるその他の課所室に対しても監査手続を実施した。 

 

 

  ２  特定の事件として選定した理由 

市の人口は、社会減の傾向が縮小しているものの、死亡数が出生数を上回る自然

減の傾向が年々強まっており、人口動態の減少幅が拡大するとともに生産年齢人口

の減少が避けられない状況にある。また、今後の市の財政運営については収支不足

が毎年度生じる見込みであるとされ、財政調整基金と減債基金で当該不足分を穴埋

めしなければならないところ、市のいわゆる「貯金」に当たる財政調整基金の残高

が減少傾向にあることに加え、2025 年の国勢調査で市の人口が 30 万人を下回った

場合は、2026 年５月から事業所税の課税要件が失われ、歳入の減少が見込まれる

リスクも想定されている。 

このような事業環境において、市では、不断の事業見直しや業務効率化による経

費圧縮などにより、中長期的な収支の改善と財政調整基金の残高確保を図ることが

急務であることから、その制約の中で経営資源を効率的に活用し、安定した質の高
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い公共サービスを持続的に提供し続けることが可能な体制の構築が喫緊の課題と

認識されている。 

以上の人口ならびに財政的な課題を踏まえ、市は、行政の各分野においてデジタ

ル技術を積極的に活用し、行政手続の簡素化や行政運営の効率化などによる業務改

革を進め、市民の利便性の向上に努めるという「デジタル市役所」の実現を目指す

とともに、市民一人ひとりが暮らしの豊かさを実感し、「このまちで生きる」こと

に幸せと誇りを感じられるような、都市としての魅力を高めていくためのデジタル

基盤を整備することを基本理念として掲げ、具体的施策に落とし込んだ３か年の中

期計画として、令和３年度に「秋田市デジタル化推進計画」、令和６年度にはその

改定版である「秋田市デジタル化推進計画【第２．０版】」（以下「デジタル化推進

計画２．０」という。）を策定、実行しているところである。 

「デジタル化推進計画２．０」は、市の総合計画に対応する個別計画として位置

付けられるとともに、市の行政改革大綱等とも平仄をとる行政の方針の大きな柱の

一つである。その施策数は約 120、総予算規模は単年度で約 10 億円（令和６年度

当初予算）と、当該計画がスタートした令和３年度からの累計で考えるとＩＣＴシ

ステムやソフトウェアなどデジタル基盤への投資額は相当な額に及ぶものと推定

される。 

したがって、市のデジタル化推進に関連する各施策は、その策定および実行が目

的に合った効率的で有用なものであるべきであり、これらの財政的な合理性・民意

の反映・事業の適切な優先付け・実効性の担保・事業実績の評価などが、いわゆる

ＰＤＣＡサイクルに基づき適切に実行されること、また投資されたデジタル基盤が

継続的かつ効果的に活用されることを、納税者であり「デジタル市役所」の利用者

である市民は強く求めるところであると考える。 

以上より、上記のデジタル化推進に関連する計画の策定、進捗管理ならびに当該

計画の施策に関連する事業における財務事務の執行および評価について、法令等に

対する合規性や３Ｅ（経済性・効率性・有効性）等の観点から幅広く監査すること

は、市ならびに市民にとって有意義であると判断した。 
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第２ 指摘および意見 

各タイトルの末尾に、全般的事項に関連するものか個別施策に関連するものかの区

分（後者の場合は関連する個別施策名）、ならびに令和７年度秋田市包括外部監査報告

書の該当ページ番号を記載している。 

 

  １  指摘 

 該当なし。 

 

 

  ２ 意見 

【意見１】 

市のデジタル化における推進体制について（全般的事項 報告書 177 ページ） 

 

全体としては、国の「自治体ＤＸ全体手順書」に準じた体制を整備していると見受け

られる。一方で、デジタル推進主任等に対するアンケートでは、通常業務において多忙

であることなどから、ＤＸ専門のチームによるサポートや、ＤＸにつながる業務に関す

るチェック・レビュー体制の強化などの意見・要望がみられた（報告書 168 ページ）。 

 ＤＸの推進は一般的に長期の時間を費やして徐々に実施することが成功のカギと言わ

れており、専門チームなどによる強いトップダウンの推進が必ずしもプラスに働くとは

限らないが、アンケートの回答を踏まえてより効率的な方法を導入できる余地があるの

であれば、次期のデジタル化推進計画へ向け見直しのアクションをとることも一考では

ないだろうか。 

 

 

【意見２】 

アナログ（紙）文化について（全般的事項 報告書 177 ページ） 

 

一般的に自治体は民間企業に比べ紙ベースの「文化」が根強いと言われており、ＤＸ

の推進に際し当該文化を刷新していくことが求められているところである。 

デジタル推進主任等に対するアンケートでは、紙ベースの業務をデジタル化できる余

地がありＤＸを進めるべきとの回答が複数寄せられており（報告書 169 ページ）、デジタ

ルネイティブである若い世代の職員ほど、役所の業務における旧いアナログ志向に対し

て違和感を有する傾向がある可能性が考えられる。 

組織がデジタルデータに対する抵抗感をなくして業務を見直すのは時間がかかること

であるが、紙をデジタルに置き換えられる余地がある場合は、引き続きデジタル化の取

り組みに注力し、業務のＤＸにつなげていくことが望まれる。 
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【意見３】 

デジタル人材の育成について（全般的事項 報告書 177 ページ） 

 

市では、所定の方針のもと、計画的な研修の実施などデジタル人材育成に取り組んで

いるが、他の地方自治体でみられる「デジタル（ＤＸ）人材育成計画」のような基本方針・

計画は、現状、策定されていない。 

デジタル人材の育成に当たっては、中長期の人材育成方針を具体的に定めることが有

用である。自治体ＤＸ手順書においても、自治体において求められるデジタル人材を明

確にし、人材のレベルごとに育成を進めるべきとされている。市においても、デジタル

化推進の方針、考え方に基づき、職員の役割別・階層別に必要なスキルを明確にする必

要がある。 

デジタル推進主任等に対するアンケート（報告書 170～171 ページ）においても、「市

が職員に求めるＩＴスキルや資格を明示」すべきといった意見があり、正しいと考える。 

したがって、このような観点からの育成計画の策定を検討すべき時期にあると考える。 

  また、同アンケートでは、能力開発体制が不十分であるとの意見、より強力に学習さ

せるべきといった意見などが散見され、研修の頻度や項目についての見直しも検討の余

地がある。 

  さらに望ましいのは、市が規定するデジタル人材になることで（デジタル推進主任

等に就任することも含め）、キャリア的なメリットを受けることができる仕組みを設け

ることである。これについては人事にも関連してくるので、より大きな枠組みで、長期

的な視点から、市の行政組織を今後どのようにしていくべきかの戦略・計画とデジタル

化推進の関係をあわせて考えていく必要があるものと考える。 

 

 

【意見４】 

デジタル推進主任・推進員の活用について（全般的事項 報告書 178 ページ） 

 

デジタル推進主任・推進員（以下「デジタル推進主任等」という。）のアンケートにお

いて、当該制度の運用に関して、選任基準、求められる役割やスキル、モチベーション、

旧電脳中核人との関係などについての意見が寄せられた（報告書 171～173 ページ）。 

  選任基準については、形式であるとの意見や、スキルが見合っていないとの意見もあ

ることから、研修制度の見直しも含め、より合理的で納得感のある選任方法を検討する

ことが望まれる。 

  デジタル推進主任等に求められる役割、スキル等については、運用面でデジタル推進

主任等の役割が明確になっていないと受け止められている傾向があることから、役割の

明確化や周知と浸透を必要に応じ促進するとともに、実際にその役割が現場で発揮され

るよう形式だけでない運用が求められる。 
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  デジタル推進主任等へ就任するモチベーションについては、人材育成の項目でも述べ

たが人事にも関連してくるので、より大きな枠組みで、長期的な観点から、市の行政組

織を今後どのようにしていくべきかの戦略・計画とデジタル化推進の関係をあわせて考

えていく必要があるものと考える。 

  旧電脳中核人との関係については、デジタル推進員の役割に基づいた明確な運用を行

うとともに、それに合わせた管理権限の付与なども適切に実施していくことが望まれる。 

 

 

【意見５】 

評価指標（ＫＰＩ）におけるアウトカム指標の推奨について（全般的事項 報告書 179

ページ） 

 

「デジタル化推進計画２．０」の施策評価をみると、評価指標にアウトプット指標が

設定されているケースが多く見受けられる。 

（例） 

施策名 報告書 

ページ 

次世代型災害情報共有ネットワーク構築事業（ドローン活用を含む） 87 

ドローンを活用した施設点検 89 

流量・水圧遠隔監視システムの整備 90 

マンホールポンプ遠隔監視システムの構築 91 

多機能浄化槽台帳システムの活用による業務効率化 103 

動画自動作成システムを活用した職員向け研修動画の作成 117 

デジタル活用支援員と連携した各種講座の実施 118 

動画自動作成システムを活用したデバイド向け動画の作成 121 

小・中学校におけるデジタル教科書の活用 122 

デジタル人材の育成（民間向け） 126 

スマート農業導入の支援 130 

 

一般的に、税金（予算）を投入する以上、それをどれだけ使って施策を実施したか

（アウトプット）だけでは、その効果とのつながりが十分説明できないため、アカウ

ンタビリティが不十分と言われている。 

前年度の包括外部監査意見でも取り上げたように、アウトプット指標による定量評

価は必ずしも否定されるものではないが、行政の事業評価においては、可能な限り、

施策（事業）を実施した結果、見込まれた効果を得られたかどうか（アウトカム）を

測定・評価すべきである。 
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    現状の仕組み、業務のあり方では、アウトカムが定量的に把握できないということ

も実務的にはあると思われるが、ＤＸによってその壁を克服できないか検討すること

も必要であろう。いずれにせよ、施策（事業）をＰＤＣＡサイクルとして回していく

ことを目指すのであれば、「Ｃ」「Ａ」にあたる成果の把握・評価とそれを踏まえた改

善活動が欠かせない。できるだけアウトカムを意識した施策の設計と事後評価を行う

姿勢・視点をもつことが重要である。 

さらに中長期的には、事業の予算化・実施後の効果測定などにあたってのデジタル

技術・データの活用（いわゆるＥＢＰＭ）にもつなげていくことが望まれる。 

 

 

【意見６】 

ライフサイクルベースの進捗管理における考え方について（全般的事項 報告書 180

ページ） 

 

「デジタル化推進計画２．０」における進捗管理において基礎となっている「ライフ

サイクル」の考え方（58～59 ページ）では、段階２の「拡大期」、段階４の「環境変化

対応期」において、評価指標（ＫＰＩ）を設定した目標管理を実施することとされてい

る。 

上記の時は、導入または改修・変更されたシステム等が運用され、徐々に稼働が高

まっていくイメージとなることから、各段階の当初においては、事業の量的要素である

アウトプット指標をＫＰＩとし、一定の実施量を目標値とするのは合理的と思われる。

しかし、ある程度実施量の拡大ペースが見込まれる、又は安定してきた時点以降におい

ては、質的要素であるアウトカム指標をＫＰＩに取り入れることが望ましい。 

なお、ＫＰＩと「目標値」は必ずしもイコールではなく、ＫＰＩは施策（事業）の成

果が出ているといえるかどうかを判断する物差しとして用いることが趣旨であるから、

目標値とは別に実績管理することでもよいし、複数のＫＰＩを併用してもよい。柔軟に

多角的な分析、評価を行うことが、施策（事業）評価の実務においてはプラスになると

考える。 

 

 

【意見７】 

オンライン化による行政サービスの推進 （個別事項 報告書 185 ページ） 

 

当該施策の目標値である電子申請の利用率 30％は、行政事務の効率性が高まる（成果

が出始める）分水嶺と考えられている水準であり、そこに到達しなければ、デジタルとア

ナログの共存によりかえって事務効率が低下するリスクがあるとされている。  

したがって、現状では未だ行政事務の現場においてデジタル化の恩恵が感じられない
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ことが多々あるかもしれないが、目標の達成に向けて継続的に利用率の向上につながる

手段を講じていくことが望まれる。 

 

 

【意見８】 

マイナンバーカードを利用した各種サービス等の実施 （個別事項 報告書 185 ペー

ジ） 

 

当該施策は、事実上、新規取組の検討段階と考えられるので、構築期（段階１）で整

理し、具体的な独自利用サービスの目途がついた時点で、拡大期（段階２）における評

価指標管理に移行した方がよいのではないか。 

 

 

【意見９】 

ウェブアクセシビリティに配慮した公式ホームページの運営（個別事項 報告書 185

ページ） 

 

当該施策は改修を検討する段階にあり、スケジュール管理の対象となるので、評価指

標を設定するかわりに、「いつまでに何をすべきか」のロードマップを明確にした上

で、評価時点でそのマイルストーンに達しているかどうかを記載するほうが、第三者に

とってわかりやすいと考える。 

 

 

【意見 10】 

動画による市民への情報発信（個別事項 報告書 185 ページ） 

 

「動画の作成、投稿」はアウトプットを示す指標なので、それだけでなく、動画投稿

の成果を示すアウトカムも測定できると施策評価の点では望ましい。また、投稿動画全

般に言えるが、視聴回数が極端に少ない場合、施策的な効果があると言えるかどうかな

ど、よりきめ細かな分析が望まれる。 
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【意見 11】 

自治体システムの最適化（自治体情報システムの標準化・共有化） 

基幹系システムの標準化 

戸籍システムの標準化 

障がい福祉等システムの標準化 

生活保護システムの標準化 

介護保険事務処理システムの標準化 

健康増進情報システムの標準化 

子ども・子育て支援システムの標準化 

学籍・就学援助システムの標準化 （以上、個別事項 報告書 186 ページ） 

 

当該施策は改修を検討する段階にあり、スケジュール管理の対象となるので、評価指

標を設定するかわりに、「いつまでに何をすべきか」のロードマップを明確にした上

で、評価時点でそのマイルストーンに達しているかどうかを記載するほうが、第三者に

とってわかりやすいと考える。 

現状、システム標準化に関する施策について、各担当課所室単位で独立した施策とし

て立てられているが、施策内容が共通の「標準システムへの移行」であるように思わ

れ、管理すべきスケジュールも重複するので、施策としては統一し、その中に各課所室

のシステムを包含する形にまとめて管理するのがわかりやすい。これらの施策は、「デ

ジタル化推進計画２．０」の期間で完了予定であることから、今後、同様に担当課所室

が異なるだけで施策単位の差異がないようなケースについては、課所室単位ではなく一

つの施策として統一して管理することを検討してはどうか。 

 

 

【意見 12】 

生成ＡＩの全庁的利活用（個別事項 報告書 186 ページ） 

 

当該施策自体は、現状、評価指標がアウトプット指標となっているが、今後、導入済

みの各課所室においては、生成ＡＩ導入によるアウトカム（例えば削減した業務時間や

見直しした業務プロセスの数など）を測定して、成果を把握・明示することが望まし

い。また、あわせて各課所室における独自の生成ＡＩ活用施策を検討できればより望ま

しいと考える。 
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【意見 13】 

動画自動作成システムを活用した業務効率化（個別事項 報告書 187 ページ） 

 

当該施策の目的は「情報発信力の向上」「動画作成に係る業務効率化」とされている

が、評価指標が「公開した動画数」となっており、目的から想定される成果とロジカル

に整合していないように思われる。目的から類推すると、動画作成に関する業務時間の

削減や作成動画の質的向上等がアウトカムに相当すると考えられるので、その場合は、

上記の視点で成果を把握できるか検討し、施策の目的に合致した評価を行うことが望ま

しい。 

 

 

【意見 14】 

水道スマートメーター導入検討のための実証実験（個別事項 報告書 187 ページ） 

 

当該施策は、スマートメーター導入を見据えた実証実験ということであり、本格稼働

が可と判断された後がメインであって、今はその準備段階と考えられることから、施策

評価におけるライフサイクルとしては、「スマートメーター導入」という施策の構築期

（段階１）ととらえるのが自然に思われる（実証実験の結果、効果が薄いとなった場合

は、施策は段階１で終了）。したがって、現時点では段階１としてスケジュール管理

し、その後本格導入時に拡大期（段階２）として評価指標で管理する流れが適切と考え

る。 

この場合、現状は評価指標としてアウトプット指標が設定されているが、本格稼働

後、スマートメーター導入の効果として見込まれている業務効率化や節水効果などに直

結する指標をアウトカム指標として設定できればなお望ましい。 

 

 

【意見 15】 

スマホ相談窓口の運用 

出前講座「はじめてのスマートフォン教室」の実施（個別事項 報告書 187 ページ） 

 

現状、評価指標が利用者数となっているが、施策実施によって見込まれる効果を鑑み

るとアウトプット指標であり、単に受講するだけでなく、スマホ教室や相談窓口の利用

によって有効な支援を受けられたか、利用者が満足できたかといった効果があったかど

うかが重要なのである。よって、例えばアンケートによる満足度といったアウトカム指

標も併用して評価することが望ましいと考える。 
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なお、当該アンケート自体は実施しており、利用者満足度はおおむね高いことがみて

取れる。 

 

 

【意見 16】 

ＩＣＴ商店街モデル事業の実施（個別事項 報告書 188 ページ） 

 

本施策は、秋田市商店街連盟に加盟している商店街のＩＣＴ導入に係る費用を補助す

ることで活性化の促進を狙ったものと解されるが、残念ながら足元の現状で需要に乏し

く、数年にわたって取組実績がでていない。このような状況が継続する見込みであれ

ば、施策（関連事業）の仕組み自体を検討するなどの軌道修正が必要と考える。 

 

 

【意見 17】 

スマート農業の推進（個別事項 報告書 188 ページ） 

 

本施策は、実施事業としては実証展示の意見交換会・スマート農業研修会といった、

一定以上の規模の農業法人等にスマート農業の普及啓発を行うものであるが、ＫＰＩで

ある「当該事業を参考に先端技術を導入した経営体数」の点では実績がでておらず、残

念ながら現状では施策のアウトプットがアウトカムにつながっていない形である。これ

については、スマート農機を導入できる規模の農家（母集団）が少ないため定量的な実

績がでにくいが、取組自体は継続して必要とのことであるので、導入実績数だけでな

く、施策の対象としている農業法人等にとって需要のある事業を実施できているかの観

点からも評価の上、中長期的に成果が得られるよう取組を行うことが望まれる。 

 

 

【意見 18】 

スマートフォン等による河川や公園に関する情報等の受付（個別事項 報告書 188

ページ） 

 

本施策は基準値・目標値・令和６年度実績値いずれも 100％／年であるが、今後も同

様に推移する見込みであれば、段階３（安定期）として整理してもよいのではないか。 

他方、現状の評価指標である「現場確認の達成率」はアウトプット指標であり、これ

をアウトカム指標と並列した評価ができないか検討することも望ましいと考える。例え

ば、市民からの情報提供件数の十分性や市民の満足度などといったアウトカム要因から

ＫＰＩの設定ができないかなどが考えられる。 



11 
 

【意見 19】 

公立保育所業務の効率化（個別事項 報告書 189 ページ） 

 

本施策のＫＰＩは「保護者連絡機能（アプリ等）の活用率」であり、令和６年度の実

績は 100％／年で評価Ａとされているが、施策の一部を構成する「保育士が作成する帳

票類のデジタル化を図る」については、現状、指導案・日誌等のデジタル化を段階的に

進めている状況とのことであり、まだゴールに到達していない点に留意を要する。 

帳票類のデジタル化とその有効活用により、経費削減だけでなく、業務プロセス自体

の効率化も見込める可能性があるため、引き続きの取り組みが望まれる。 

 

 

【意見 20】 

町内会ポータルサイトの構築（個別事項 報告書 189 ページ） 

 

近年、従来型の地縁ベースの地域コミュニティにおけるつながりが希薄となり、高齢

者から若者まで、住民の社会的孤立が問題になりつつある中、住民が主体的に社会と関

わり合いを持つ場の必要性が高まっている。その点で、住民活動に関する情報サイトの

導入運用は、デジタル技術を利用することで比較的簡易かつ低コストで実施することが

でき、自治体による支援は、住民の社会参加を促し地域コミュニティ基盤の維持に貢献

するものと考えられる。 

現状、市による支援の対象はモデル町内会としての 12 町内会であるが、担当課によ

れば、新たにサイトの運営を希望する町内会が増加しており、ポータルサイトのＰＶ

（閲覧）延べ回数も増加傾向にある。今後も引き続き、サイトを運営する町内会やＰＶ

数の拡大促進につなげていくことが望まれる。 

 

 

【意見 21】 

ウォーキングアプリによる健康づくりの推進（個別事項 報告書 189 ページ） 

 

本施策は、令和６年度の実績値が基準値を下回っており、目標値を 100％に設定して

いることに鑑みれば、90％未満の数値は十分な水準とは言えないかも知れない。この

点、原因としては以下のような点が挙げられている。 

・経費縮減のためＰＲ用チラシ配布数が減少したことによる影響。 

・歩数測定期間を見直し（延長）したが、それが気軽に参加しづらい期間設定と捉え

られた可能性がある。 
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今後も引き続き、参加しやすく満足度が高いイベントとなるよう、適宜見直しを行い

ながら施策を実施していくことが望まれる。 

 

 

【意見 22】 

エリア交通運行事業（個別事項 報告書 190 ページ） 

 

現状、実証データ取得と研究の段階にあるが、本施策の目的は、地域の公共交通網を

維持するためだけにとどまらず、新しいデジタル技術を活用し、より効率的なエリア交

通の運用を可能とすることで、公共交通の持続性を確保するところにあると解される。

よって、市の財政的負担の効率化にもつながることを期待する。 

 

 

以上 


